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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月3日(2020.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　前記有利状態に制御されるか否かを示唆する特定演出を実行可能な特定演出実行手段と
、
　前記特定演出の実行中に特定画像と該特定画像とは異なる所定画像とを表示可能な画像
表示手段と、を備え、
　前記特定演出実行手段は、少なくとも第１特定演出および第２特定演出を含む複数種類
の前記特定演出を実行可能であり、
　前記画像表示手段は、
　　前記特定画像として、少なくとも、前記第１特定演出の実行中に第１特定画像を表示
可能であるとともに前記第２特定演出の実行中に第２特定画像を表示可能であり、
　　通常態様による前記特定画像と、該通常態様よりも前記有利状態に制御される期待度
が高いことを示唆する特別態様による前記特定画像と、を表示可能であり、
　前記所定画像は、前記有利状態に制御される期待度に関連しない表示態様であり、
　前記画像表示手段は、
　　前記特別態様による前記特定画像を表示する場合に第１特殊演出要素を付加して前記
特定画像を表示可能であり、
　　前記通常態様による前記特定画像を表示する場合に前記第１特殊演出要素とは異なる
第２特殊演出要素を付加して前記特定画像を表示可能であり、
　　前記第１特定画像および前記第２特定画像として共通態様の画像を表示することが可
能であり、該共通態様の画像を表示する場合に、共通の前記第１特殊演出要素を付加して
前記第１特定画像および前記第２特定画像を表示可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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（手段Ａ）本発明による遊技機は、遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可
能な遊技機であって、有利状態に制御されるか否かを示唆する特定演出を実行可能な特定
演出実行手段と、特定演出の実行中に特定画像と該特定画像とは異なる所定画像とを表示
可能な画像表示手段と、を備え、特定演出実行手段は、少なくとも第１特定演出および第
２特定演出を含む複数種類の特定演出を実行可能であり、画像表示手段は、特定画像とし
て、少なくとも、第１特定演出の実行中に第１特定画像を表示可能であるとともに第２特
定演出の実行中に第２特定画像を表示可能であり、通常態様による特定画像と、該通常態
様よりも有利状態に制御される期待度が高いことを示唆する特別態様による特定画像と、
を表示可能であり、所定画像は、有利状態に制御される期待度に関連しない表示態様であ
り、画像表示手段は、特別態様による特定画像を表示する場合に第１特殊演出要素を付加
して特定画像を表示可能であり、通常態様による特定画像を表示する場合に第１特殊演出
要素とは異なる第２特殊演出要素を付加して特定画像を表示可能であり、第１特定画像お
よび第２特定画像として共通態様の画像を表示することが可能であり、該共通態様の画像
を表示する場合に、共通の第１特殊演出要素を付加して第１特定画像および第２特定画像
を表示可能であることを特徴とする。そのような構成によれば、特定画像が予告画像であ
ることを遊技者に認識させることができ、特定画像に遊技者を注目させることができる。
（手段１）他の遊技機は、遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り
遊技状態）に制御可能な遊技機であって、有利状態に制御されるか否かを示唆する特定演
出（例えば、スーパーリーチＡ～Ｃ）を実行可能な特定演出実行手段（例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０におけるステップ０９７ＩＷＳ１０４でスーパーリーチＡ～Ｃを含むプロ
セステーブルを選択してステップ０９７ＩＷＳ１０６，Ｓ３０５を実行する部分）と、特
定演出の実行中に特定画像（例えば、チャンスアップ画像）と該特定画像とは異なる所定
画像（例えば、キャラクタ画像０９７ＩＷ１１、キャラクタ画像０９７ＩＷ２１）とを表
示可能な画像表示手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ０９７ＩＷＳ
１０４でスーパーリーチＡ～Ｃおよびチャンスアップ演出を含むプロセステーブルを選択
してステップ０９７ＩＷＳ１０６，Ｓ３０５を実行する部分）とを備え、特定演出実行手
段は、少なくとも第１特定演出（例えば、スーパーリーチＡ）および第２特定演出（例え
ば、スーパーリーチＢ）を含む複数種類の特定演出（例えば、スーパーリーチＡ～Ｃ）を
実行可能であり、画像表示手段は、特定画像として、少なくとも、第１特定演出の実行中
に第１特定画像（例えば、画像Ａ１、画像Ａ２、画像Ａ３、画像Ａ４）を表示可能である
とともに第２特定演出の実行中に第２特定画像（例えば、画像Ｂ１、画像Ｂ２、画像Ｂ３
）を表示可能であり、通常態様（例えば、白色）による特定画像と、該通常態様よりも有
利状態に制御される期待度が高いことを示唆する特別態様（例えば、青色、緑色、赤色、
虹色）による特定画像とを表示可能であり、所定画像は、有利状態に制御される期待度に
関連しない表示態様であり（例えば、図９－９～図９－１６に示すように、キャラクタ画
像０９７ＩＷ１１およびキャラクタ画像０９７ＩＷ２１の表示態様は変化しない）、画像
表示手段は、特別態様による特定画像を表示する場合に第１特殊演出要素（例えば、青色
、緑色、赤色、虹色の表示色のエフェクト画像）を付加して特定画像を表示可能であり、
通常態様による特定画像を表示する場合に第１特殊演出要素とは異なる第２特殊演出要素
（例えば、白色の表示色のエフェクト画像）を付加して特定画像を表示可能である（図９
－９～図９－１６参照）ことを特徴とする。そのような構成によれば、特定画像が予告画
像であることを遊技者に認識させることができ、特定画像に遊技者を注目させることがで
きる。
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